
(法第 10条第1項第1号)

特定非営禾1括動法人コンピュータ将棋機構 定款

第1章 総則

(名称)

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人コンピュータ将棋機構という。
2 この法人の英文名を■e Cottuter Shogi ttFnization、 略称をCSOとする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区神田神保町二丁目10番地311Wビル lFに
置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、わが国の伝統文化である将棋等を題材とした人工知能の研究開発を支援する
ことを通じて科学技術の振興を図るとともに、その成果をもって、わが国における学術及び文化

の振興を図り、わが国の社会全般を対象として情報化社会の発展を図ることを目的とする。

(特定非営利活動のラ園恥

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営禾1飾窮助を行う。
(1)科学技術の振興を図る活動

(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(3)情報化社会の発展を図る活動

(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の相餃Ю

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営禾1飾ξ動に係る次の事業を行う。
(1)情報処理技術者を支援する事業

(2)学術研究を支援する事業

(3)歴史的資料を保存する事業

(4)社会普及事業

(5)その他目的を達成するために必要な事業

2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)ホームページ等への広告掲載事業

(2)コ ンテンツ西副言事業
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は、第 1
項に掲げる事業に充てるものとする。

第 3章 会員
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(籠調11)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営禾I飾覇珈16饉法 (以下「法」と
いう。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、贅助するために入会した個人及び団体

2 この法人は、会員の氏名あるいは名称、住所あるいは連絡先を記載した会員名簿を作成する。
3 この法人から会員に対する連絡は、会員名簿に記載された住所あるいは連絡先に宛てて行う。

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申
し込むものとする。

3 代表理事は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければなら
ない。

4 代却墜事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本
人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費は返還しない。

(会員の資格の1赳知

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して3ヶ月以上、会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、代表理事力湖llに定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員総数の2分の1以上の議
決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決の前に弁明の機会を

与えなければならない。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第4章 役員

(租弱11及び定恥

第 12条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 理事 3人 以上
(2)監事 監事 1人 以上

，
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2 理事のうち、 1人を代表理事とし、必要に応じて代表代行をおく。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超
えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超

えて含まれることになってはならない。

4 :法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理|:事又はこの法人の職員を兼:ねることができない。

(職務)

第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 代表代行は、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときに、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業
務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく
は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告

すること。

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会
の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の
残存期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当
該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合に

は、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

4 役員は、舌当■又は任期満了後においても、イ刻壬者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを
補充しなければならない。

綱引:D

第17条
きる。

(1)

役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することがで

′と、身の故障のため、職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
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(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えな
ければならない。

(1報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 :役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事力湖|]に定める。

第5章 総会

(権鶴11)

第 19条 この法人の総会は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権鵠

第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更

(2)規定の変更

(3)解散及び創井

(4)会員の除名

(5)事業計画及び予算並びにその変更

(6)事業報告及び決算

(7)役員の選任又は解任

(8)役員の職務及び報酬

(9)入会金及び会費の額

(10)資産の管理の方法

(H)借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条において同
じ。)その他新たな義務の負担及UW副の放棄

(12)解散における―残余財産の帰属

(13)事務局の組織及び運営

(14)その他運営に関する重要事項

(総会の1刻|ID

第22条 通常総会は、事業年度終了後の翌日から2カ明以内に毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請
求があったとき。

(3)監事が第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
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(総会の招集)

第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30
日以内に臨時総会を招集しなければならなし、

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録
をもって、少なくとも開催の日の5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)

第24条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第25条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)

第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とす
る。ただし、緊急の場合については、総会出席者の2分の1以上の同意により議題とすることが

できる。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否
同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、正会員全員が書面
又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があっ

たものとみなす。

(総会での表決権等)

第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書
面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することがで

きる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席し
たものとみなす。

4 やむを得ない理由により総会の場に来られない正会員は、ネットワーク機器等の接続によるオ
ンライン会議システム (発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保できているものに限る。′

以下同じ。)によって、総会に出席し、表決することができる。
5 総会の議決について、特男llの禾1躍事関係を有する正会員は、その議事の議決にカロわることができ
ない。

(総会の議事録)

第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合

にある場合、又はオンライン会議システムによる出席者がある場合にあっては、その数を付

記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

Ｐ
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2議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印又は署
名しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録をもって同意の意思表示をしたこ
とにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作

成しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(理事会の
'詢
ガ

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の梶餡D
第30条 理事会は、この定款で別に定める事項のほ力、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開イlυ

第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。

(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があ
ったとき。

(3)第 14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第32条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内
に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方
法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(理事会の議決)

第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と
する。

2 理事会の議事は、:理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

´
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(理事会での表決権等)

第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書
面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席した
ものとみなす。

4 やむを得ない理由により総会の場に来られない理事は、ネットワーク機器等の接続によるオン
ライン会議システムによって、総会に出席し、表決することができる。

5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができ
ない。

(理事会の議事録)

第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面又は電磁的方法による表決者がある場合、又はオ

ンライン会議システムによる出席者がある場合にあっては、その数をイ寸記すること◇)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名
しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第 37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立の時の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益

(6)その他の収益

(資産の区分)

第38条 この法人の資産は、特定非営禾|‖舅功に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資
産の 2種とする。

(資産の管理9
第39条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別

に定める。

(会計の原則)

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

ワ
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(会計の区分)

第41条 この法人の会計は、特定非営禾1雁勘に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年 1月 1日に始まり、 12月 31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度、代表理事が作成し、総会の議
決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条 前条の規定に力勁わヽらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事
は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じた収益費用を講じることが

できる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

仔算の追加吸び硬⊃

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算及び事業
計画の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、
毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければ

ならない。

2 決算上乗余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措:ヨ

第47条 予算をもって定めるもののほ力、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、正会員総数の2分の 1以上が出席し、その
総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定す
る次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

(1)目的

(2)名称

(3)その行う特定非営禾1括ヨ)の種類及び当1該特定非営利活動にかかる事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項 (役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

8



(9)解散に関する事項 (残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)

(10)定款の変更に関する事項

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)
したときは、所轄庁に届け出なければならない。

輌旱
:闘
k)

第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営禾IRξ動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得な
ければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第50条 この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する
財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡するものとする。

(合併)

第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を
経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示する。なお、官報に掲載することが
必須とされる事項については、併せて官報に掲載する。ただし、法第28条の2第 1項に規定す
る貸借対照表の公告については、内閣府MЮ法人ポータルサイトにおいて行う。

第10章 事務局

(事務局の設置)

第53条 この法人に、この法人の事務を処理するため、:事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免)

第54条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。

係騒哉及び運営)

第55条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

Ｏ
υ



第 11章 雑則
俯日則)

第 56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
代表理事  星 健太郎
理事    西原 竜介
同     吉本 幸矢
監事    末吉 竜介
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から2026年
12月 31日 までとする。
4この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に力つわヽらず、成立の日から2026年 12
月31日までとする。
5この法人の設立当初の事業計画及び予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会の定めると
ころによるものとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定に力功わヽらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金   正会員及び賛助会員 (個人・団体)なし
(2)年会費   正会員及び賛助会員 (個人・団体)1口 3600円 (1日以_D

10



2026(令 和8)年 1月 1日 初版制定
2026(令 和 8)年 1月 10日 初版施行
(初腕
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書式第 1号 (法第 10条 。第 23条関係)

設立・役員変更用

役 員 名 簿 (銀薇 及び韻 のうち朝 を受ける者の額 )

空鍾議生整里1壼1堕
=星
ヨニ生lュニ豊田塞墜壼

1 確認事項 (法第20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。{法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役名

(フ リガナ)
報酬の有無 役職名等

氏名

l 理事

ホシ ケンタロウ
征 代表理事

星 健太郎

2 理事

ニシハラ リュウスケ
征

西原 竜介

3 理 事

ヨシモ ト
=■
キヤ

任

吉本 幸矢

4 監事

スエヨン リョウスケ
征

末吉 竜介

5 理事・監事 有 。無

6 理事・監事 有・無

7 理事・監事 有・無

8 理事・監事 有 4正

9 理事・監事 有・無

10 理事・監事 有 任



書式第8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人コンピュータ将棋機構

1 事業実施の方針
この法人の目的である、わが国の伝統文化である将棋等 を題材とした人工知能の研究開発を支援する

ことを通じて科学技術の振興を図るとともに、その成果をもって学術及び文化の振興、並びに情報化社

会の振興を図るべく、以下の事業を実施する予定である。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【104】 千円 )
定次 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

情報処理技術
者を支援する
事業

人工知能専用の将棋対局
プラットフォーム〈アリー
ナ)を運営し、技術者の育
成に必要な開発の機会を
提供する。

随時
専用
対局場

1
情報処理
技術者

50 39

情報処理技術
者を支援する
事業

インターネット掲示板を
運営し、情報処理技術者に
相互交流の機会を提供す
る。

随時 Discord 1
情報処理
技術者

50 19

学術研究を
支援する事業

将棋等を題材とした人工
知能及び情報処理技術に
関する学術的研究を当団
体のホームページにて紹
介する。

随時
ホーム
ページ

1
学術
研究者

50 19

歴史的資料を
保存する事業

過去のソフトウェア、文献、
機材等を調査し、デジタル
アーカイブ等として保存す
る。

随時
ホーム
ページ

1
学術
研究者

50 6

社会普及事業
当団体の活動内容を記載
したニュースレター等を
発行する。

随時 メール 1 一般 100 6

社会普及事業
将棋イベン トなどで使用
する将棋 AIのための技術
協力を行う。

随時 イベント 1 一般 100 6



(2)そ の他の事業 (事業費の総費用 【18】 千円)
疋示 に記載
された
事業名

事業内容 日口寺 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

ホームページ
広告掲載事業

当団体のホームページに広告を掲載する。 随時
ホーム
ページ

1 6

コンテンツ
配信事業 将棋 AIについての解説動画などを配信する。 随時 配信 1 6

コンテンツ
配信事業

人工知能向けの将棋対局プラ
リーナ)での対局をライブ配

ットフォーム 〈ア
信する。 随時 配信 1 6



書式第8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 9年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人コンピュータ将棋機構

1 事業実施の方針
この法人の目的である、わが国の伝統文化である将棋等 を題材とした人工知能の研究開発を支援する

ことを通じて科学技術の振興を図るとともに、その成果をもって学術及び文化の振興、並びに情報化社

会の振興を図るべく、以下の事業を実施する予定である。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【1041千円 )
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

情報処理技術
者を支援する
事業

人工知能専用の将棋対局
プラットフォーム (ア リー
ナ〉を運営し、技術者の育
成に必要な開発の機会を
提供する。

随時
専用
対局場

1
情報処理
技術者

50 39

情報処理技術
者を支援する
事業

インターネット掲示板を
運営し、情報処理技術者に
相互交流の機会を提供す
る。

随時 Discord 1
情報処理
技術者

50 19

学術研究を
支援する事業

将棋等を題材
知能及び情報
関する学術的
体のホームペ

介する。

とした人工
処理技術に
研究を当団
―ジにて紹

随時
ホーム
ページ

1
学術
研究者

50 19

歴史的資料を
保存する事業

過去のソフトウェア、文献、
機材等を調査し、デジタル
アーカイブ等として保存す
る。

随時
ホーム
ページ

1
学術
研究者

50 6

社会普及事業
当団体の活動内容を記載
したニュースレター等を
発行する。

随時 メール 1 一般 100 6

社会普及事業
将棋イベン トなどで使用
する将棋 AIのための技術
協力を行う。

随時 イベント 1 一般 100 6



(2)その他の事業 (事業費の総費用 【18】 千円)
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)

ホームページ
広告掲載事業

当団体のホームページに広告を掲載する。 随時
ホーム
ページ

1 6

コンテンツ
配信事業

将棋 AIについての解説動画などを配信する。 随時 配信 1 6

コンテンツ
配信事業

人工知能向
リーナ)で

けの将棋対局プラットフォーム 〈ア
の対局をライブ配信する。

随時 配信 1 6



書式第10号 (法第1()条・第25条関係)

令 和 8年度 活 動 予算書
設立・定款変更用

特定非営利活動法人 コンピュー タ1,棋機構
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令 和 9年度 活 動 予算書
設立・定款変更用
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設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係 )

特定非営利活動法人コンピュータ将棋機構 設立趣旨書

特定非営利活動法人コンピュータ将棋機構 (以下、「当法人」とする。)は、わが国の伝統文化である

将棋等を題材とした人工知能の研究開発を支援することを通じて科学技術の振興を図るとともに、そ

の成果をもって学術及び文化の振興、並びに情報化社会の振興を図ることを目的として設立される。

当法人は、この目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

・科学技術の振興を図る活動

・学術及び文化の振興を図る活動

・情報化社会の振興を図る活動

当法人は、この目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。

(1)情報処理技術者を支援する事業

・将棋等を題材とした人工知能の研究開発を通じて情報処理技術者の育成を支援する。

・情報処理技術者の相互交流を通じて人工知能についての知見を共有できる機会を提供する。

(2)学術研究を支援する事業

・将棋等を題材とした人工知能及び情報処理技術に関する学術的研究を支援する。

・人工知能向けの将棋対局プラットフォームを構築し、その運用を通じて、研究開発に必要と

なる基礎データを整備する。

(3)歴史的資料を保存する事業

・コンピュータ将棋に関するソフトウェア、文献、機材等について調査し、これらをデジタル

アーカイブ等として保存する。

(4)社会普及事業
・将棋等を題材とした人工知能の研究開発及びその学術的研究による成果を広く社会に発信

し、情報化社会の振興を図る。

(5)その他目的を達成するために必要な事業

以上

令和 8年 1月 10日

設立代表者   星 健太郎     
 




